
健 発 0 2 1 3 第 ４ 号

令 和 ２ 年 ２ 月 1 3 日

都 道 府 県 知 事

各 保健所設置市市長 殿

特 別 区 区 長

厚生労働省健康局長

（ 公 印 省 略 ）

新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として

指定する等の政令等について（施行通知）

新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイ

ルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染

する能力を有することが新たに報告されたものに限る ）であるものに限る。。

以下単に「新型コロナウイルス感染症」という ）については、我が国及び海。

外における新型コロナウイルス感染症の発生状況の変化等を踏まえ、本日、

新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する

等の政令（令和２年政令第28号 、検疫法施行令の一部を改正する政令（令和）

２年政令第29号 、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の）

政令の一部を改正する政令（令和２年政令第30号）及び新型コロナウイルス感

染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令第三条の規定

により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令（令和２年

厚生労働省令第16号）が別添のとおり公布され、令和２年２月14日から施行さ

れる。

これらの命令の概要は下記のとおりであるので、貴職におかれては、内容を

十分御了知いただくとともに、貴管内市町村及び関係機関等への周知を図り、

その施行に遺漏なきを期されたい。



記

１ 新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定

する等の政令（令和２年政令第28号）

⑴ 新型コロナウイルス感染症の指定

検疫法第34条の感染症の種類として新型コロナウイルス感染症を指定す

る。

⑵ 検疫法第34条の政令で定める期間

新型コロナウイルス感染症を検疫法第34条の感染症の種類として指定す

る期間は、この政令の施行の日以後同日から起算して１年を経過する日ま

での期間とする。

⑶ 検疫法等の準用

新型コロナウイルス感染症については、検疫法第２条の２（第２項を除

く 、第２章（法第７条、第16条第１項並びに第18条第２項及び第３項を。）

除く ）及び第４章（法第34条から第40条までを除く ）の規定（これらの。 。

規定に基づく命令の規定を含む ）を準用するとともに、所要の読替えを。

する。

⑷ 停留の期間

新型コロナウイルス感染症の停留の期間は、336時間とする。

⑸ 施行期日

公布の日の翌日から施行する。

２ 検疫法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第29号）

⑴ 検疫感染症からの削除

新型コロナウイルス感染症を検疫法第２条第３号の政令で定める感染症

から削除する。

⑵ 診察等を行う検疫感染症以外の感染症への追加

新型コロナウイルス感染症を検疫法第26条の２の政令で定める感染症に

追加するとともに、病原体の有無に関する検査の手数料を4,200円と定め

る。

⑶ 検疫感染症に準ずる感染症への追加

新型コロナウイルス感染症を検疫法第27条第１項の政令で定める感染症

に追加する。

⑷ 施行期日

公布の日の翌日から施行する。



３ 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改

正する政令（令和２年政令第30号）

⑴ 無症状病原体保有者の入院の措置対象への追加

新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者を新型コロナウイルス

感染症の患者とみなして、入院の措置の対象とする。

⑵ 施行期日

公布の日の翌日から施行する。

４ 新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定

する等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読

替えに関する省令（令和２年厚生労働省令第16号）

⑴ 検疫法施行規則の準用

新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指

定する等の政令（令和２年政令第28号）により、新型コロナウイルス感染

症を検疫法（昭和26年法律第201号）第34条の政令で定める感染症として

定めるとともに、同法のうち準用する規定を定め、所要の読替えを行うこ

ととしたところ、これらの規定に基づく検疫法施行規則（昭和26年厚生省

令第53号）の規定の準用に当たって、所要の読替えを設けるもの。

⑵ 施行期日等

公布の日の翌日からとする。

施行の日から起算して１年を経過した日に、その効力を失う。



第
二
条
の
二
第
一
項

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
感
染
症

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原

体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、

中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関

に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有

す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
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限
る
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あ
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も
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下
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同
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掲
げ
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感
染
症

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
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染
症

第
二
条
の
二
第
三
項

前
条
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一
号
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掲
げ
る
感
染
症

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
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同
号
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掲
げ
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染
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新
型
コ
ロ
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ウ
イ
ル
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第
十
五
条
第
一
項

次
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各
号
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げ
る
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ご
と
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そ
れ
ぞ
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当
該
各
号
に
掲
げ
る
医
療
機

関

特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
（
感
染
症

の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る

医
療
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
特
定

感
染
症
指
定
医
療
機
関
を
い
う
。）、
第

一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
（
同
法
に

規
定
す
る
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機

関
を
い
う
。）又
は
第
二
種
感
染
症
指
定

医
療
機
関
（
同
法
に
規
定
す
る
第
二
種

感
染
症
指
定
医
療
機
関
を
い
う
。）（
以

下
「
感
染
症
指
定
医
療
機
関
」
と
総
称

す
る
。）

第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し

書

当
該
各
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関

感
染
症
指
定
医
療
機
関

第
十
六
条
第
二
項

第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
感
染
症

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
第
一
種

感
染
症
指
定
医
療
機
関
若
し
く
は
第
二

種
感
染
症
指
定
医
療
機
関

感
染
症
指
定
医
療
機
関

こ
れ
ら

感
染
症
指
定
医
療
機
関

第
十
六
条
第
三
項

前
二
項

前
項

第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
感
染
症
の
う

ち
ペ
ス
ト
に
つ
い
て
は
百
四
十
四
時
間

を
超
え
て
は
な
ら
ず
、
ペ
ス
ト
以
外
の

同
号
又
は
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
感
染

症
に
つ
い
て
は
五
百
四
時
間
を
超
え
な

い
期
間
で
あ
つ
て
当
該
感
染
症
ご
と
に

そ
れ
ぞ
れ
の
潜
伏
期
間
を
考
慮
し
て
政

令
で
定
め
る
期
間

三
百
三
十
六
時
間

第
十
八
条
第
四
項

第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
感
染
症

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

第
二
項

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和

二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二

条
第
五
号

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

３

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
を
検
疫
法
第
三
十
四

条
の
感
染
症
の
種
類
と
し

て
指
定
す
る
等
の
政
令

（
令
和
二
年
政
令
第
二
十

八
号
）

一

第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並

び
に
第
二
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
こ
れ

ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府

県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
務

二

第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

総
務
大
臣

高
市

早
苗

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

令和年月日 木曜日 (号外特第号)官 報

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
検
疫
法
第
三
十
四
条
の
感
染
症
の
種
類
と
し
て
指
定
す
る
等
の
政
令
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
二
年
二
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
二
十
八
号

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
検
疫
法
第
三
十
四
条
の
感
染
症
の
種
類
と
し
て
指
定
す
る
等
の
政
令

内
閣
は
、
検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
四
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
指
定
）

第
一
条

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年

一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
及
び
第
三
条
（
同
条
の
表
を
除
く
。）に
お
い
て
単
に
「
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
と
い
う
。）を
検
疫
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
三
十
四
条
の
感
染
症
の
種
類
と
し
て
指

定
す
る
。

（
法
第
三
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
期
間
）

第
二
条

法
第
三
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
の
施

行
の
日
以
後
同
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

（
法
等
の
準
用
）

第
三
条

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
の
二
（
第
二
項
を
除
く
。）、
第
二
章（
法
第
七
条
、

第
十
六
条
第
一
項
並
び
に
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
除
く
。）並
び
に
法
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で

及
び
第
四
十
一
条
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
を
含
む
。）を
準
用
す
る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
事
務
の
区
分
）

第
四
条

前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
二
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
五

項
ま
で
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府

県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

２

前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
政
令
の
失
効
）

２

こ
の
政
令
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
期
間
の
末
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
そ
の
時
ま
で
に
し
た
行

為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
及
び
そ
の
時
ま
で
に
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す

る
こ
と
が
で
き
る
実
費
又
は
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
支
弁
し
、
若
し
く
は
負
担

す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
は
、
そ
の
時
以
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。





別
表
第
二
人
又
は
貨
物
に
対
す
る
検
疫
感
染
症
の
病
原
体
の
有
無
に
関
す
る
検
査
の
項
中
「
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

染
症

ル
ス
感
染
症

一
件
に
つ
き

二
、
五
〇
〇
円

一
件
に
つ
き

四
、
二
〇
〇
円
」
を
「
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

一
件
に
つ
き

二
、
五
〇

〇
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
二
病
原
体
の
有
無
に
関
す
る
検
査
の
項
中
「
麻
し
ん

一
件
に
つ
き

二
、

五
〇
〇
円
」
を
「
麻
し
ん

一
件
に
つ
き

二
、
五
〇
〇
円

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

一
件
に
つ
き

四
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外特第号)官 報

検
疫
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
二
年
二
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
二
十
九
号

検
疫
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
三
号
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
六
条
の
二
、
第

二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

検
疫
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令

和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に

報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）で
あ
る
も
の
に
限
る
。
別
表
第
二
に
お
い
て
単
に
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
と

い
う
。）」
を
削
り
、「
同
表
に
お
い
て
単
に
」
を
「
別
表
第
二
に
お
い
て
単
に
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
二
第
一
項
中
「
及
び
麻
し
ん
」
を
「
、
麻
し
ん
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、

人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
及
び
別
表
第

二
の
二
に
お
い
て
単
に
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
と
い
う
。）」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
及
び
ハ
ン
タ
ウ
イ
ル
ス
肺
症
候
群
」
を
「
、
ハ
ン
タ
ウ
イ
ル
ス
肺
症
候
群
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三





法
第
八
条
第
三
項

一
類
感
染
症
の
無
症
状
病
原
体
保
有
者

又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

そ
れ
ぞ
れ
一
類
感
染
症
の
患
者
又
は
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

法
第
十
八
条
第
二
項

患
者
及
び
無
症
状
病
原
体
保
有
者

患
者

法
第
十
八
条
第
四
項

患
者
若
し
く
は
無
症
状
病
原
体
保
有
者

患
者

法
第
十
八
条
第
五
項

患
者
又
は
無
症
状
病
原
体
保
有
者

患
者

第
三
条
の
表
法
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
第
二
十
二
条
第
一
項
、

第
二
項
及
び
第
四
項

当
該
入
院
に
係
る
一
類
感
染
症

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

令和年月日 木曜日 (号外特第号)官 報

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。御

名

御

璽

令
和
二
年
二
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
三
十
号

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
、
法
第
八
条
第
一
項
」
を
「
、
法
第
八
条
（
第
二
項
を
除
く
。）」
に
改
め
、
同
条
の
表
法
第
八
条
第
一

項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
条
の
表
法
第
十
二
条
第
一
項
の
項
中
「
又
は
無
症
状
病
原
体
保
有
者
」
を
削
り
、
同
表
法
第
十
五
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
項
下
欄
中
「
若
し
く
は
無
症
状
病
原
体
保
有
者
」
を
削
り
、同
表
法
第
十
五
条
第
三
項
第
一
号
の
項
中「
疑

似
症
患
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
無
症
状
病
原
体
保
有
者
」
を
加
え
、
同
表
法
第
十
五
条
第
六
項
の
項
下
欄
中
「
若
し

く
は
無
症
状
病
原
体
保
有
者
」
を
削
り
、
同
表
法
第
十
八
条
第
一
項
の
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患

者
」
の
下
に
「
又
は
無
症
状
病
原
体
保
有
者
」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
条
の
表
法
第
二
十
二
条
第
四
項
の
項
を
削
り
、
同
表
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
項
中
「
疑
似
症
患
者
」
の
下
に

「
若
し
く
は
無
症
状
病
原
体
保
有
者
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三





（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
仮
検
疫
済
証
の
様
式
等
）

（
仮
検
疫
済
証
の
様
式
等
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
仮

検
疫
済
証
に
付
す
る
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
時
間

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
仮

検
疫
済
証
に
付
す
る
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
時
間

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
）

三

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が

ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か

ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る

能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も

の
に
限
る
。）で
あ
る
も
の
に
限
る
。）の
病
原
体

に
感
染
し
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
あ
る
と
き

は
、
三
百
三
十
六
時
間

三
〜
八

（
略
）

四
〜
九

（
略
）

令和年月日 木曜日 (号外特第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
十
六
号

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
検
疫
法
第
三
十
四
条
の
感
染
症
の
種
類
と
し
て
指
定
す
る
等
の
政
令
（
令
和
二
年

政
令
第
二
十
八
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
八
条
第
四

項
及
び
第
四
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
検
疫
法
第
三
十
四
条
の
感
染
症
の
種
類
と

し
て
指
定
す
る
等
の
政
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
検
疫
法
施
行
規
則
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
に
関
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
二
月
十
三
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
検
疫
法
第
三
十
四
条
の
感
染
症
の
種
類
と
し
て
指
定
す
る
等
の
政
令
第
三
条

の
規
定
に
よ
り
検
疫
法
施
行
規
則
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
に
関
す
る
省
令

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
検
疫
法
第
三
十
四
条
の
感
染
症
の
種
類
と
し
て
指
定
す
る
等
の
政
令
（
令
和
二
年

政
令
第
二
十
八
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
検
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
の
規
定
を

準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
令
第
六
条
第
二
項
中
「
次
に
掲
げ
る
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら

世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）で
あ
る
も
の

に
限
る
。）の
病
原
体
に
感
染
し
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
三
百
三
十
六
時
間
」
と
、
同
令
第
六
条
の
二
中

「
場
所
」
と
あ
る
の
は
「
場
所
及
び
当
該
者
の
体
温
そ
の
他
の
健
康
状
態
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
省
令
の
失
効
）

２

こ
の
省
令
は
、
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
検
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

３

検
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。




	01_【自治体宛】新型コロナウイルスを検疫法第三十
	02_（別添）官報の写し

